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◆
統
一
地
方
選
挙
の
年 

統
一
地
方
選
挙
の
年
。「
統
一
」
と
は
い
う
も
の
の
、
１
７
８
８

団
体
中
、
改
選
予
定
は
、
首
長
２
２
８
団
体
、
議
員
７
４
５
団
体

で
あ
り
、
合
計
す
る
と
２
７
・
２
１
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

議
員
の
「
な
り
手
不
足
」
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
自
治
体
の
行
政
運
営
の
監
視
や
チ
ェ
ッ
ク
、
ま
た
、
政

策
提
言
と
い
う
大
切
な
役
割
を
考
え
る
と
、
地
方
議
会
の
あ
り
方

や
議
員
の
果
た
す
べ
き
役
割
、
執
行
機
関
と
議
会
の
係
わ
り
方
な

ど
、
検
討
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。 

◆
夜
間
、
休
日
で
の
議
会
開
会 

 

夜
間
、休
日
で
の
議
会
開
会
が
指
摘
さ
れ
、試
み
て
い
る
議
会
、

逆
に
、
取
り
止
め
た
議
会
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
休
日
、
夜
間

の
議
会
開
会
で
は
、
議
案
数
や
内
容
に
よ
っ
て
の
審
査
時
間
、
審

査
方
法
、
そ
の
た
め
の
準
備
の
会
議
、
そ
し
て
、
議
会
事
務
局
や

執
行
部
職
員
の
出
勤
も
必
要
で
あ
り
、
振
替
休
日
、
超
過
勤
務
手

当
な
ど
の
対
応
も
課
題
も
出
て
き
ま
す
。 

 

外
国
の
自
治
体
議
会
と
比
較
し
て
の
指
摘
や
批
判
も
あ
り
ま
す
。

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
自
治
体
の
事
務
内
容
や
種
類
、
事
務

量
、
予
算
・
決
算
、
議
案
の
審
査
、
委
員
会
や
本
会
議
の
運
営
な

ど
に
つ
い
て
も
検
証
し
た
上
で
、
外
国
の
自
治
体
議
会
と
の
比
較

を
論
議
す
る
こ
と
も
視
点
の
一
つ
と
考
え
ま
す
。 

◆
な
く
な
ら
な
い
虐
待 

痛
ま
し
い
虐
待
死
亡
事
例
が
、「
ま
た
」
発
生
し
、
マ
ス
コ
ミ
な

ど
で
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
従
来
か
ら
も
、
虐
待
死
亡
事
例

が
発
生
し
た
当
該
自
治
体
に
お
い
て
、
検
証
作
業
が
行
わ
れ
、
結

果
の
公
表
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
厚
生
労
働
省
で
は
、「
子
ど
も

虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
等
の
検
証
結
果
等
に
つ
い
て
」
と
し
た
報

告
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

昨
年
７
月
に
は
、「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
に
向
け
た
緊
急

総
合
対
策
」
が
関
係
閣
僚
会
議
で
決
定
し
、
厚
生
労
働
省
か
ら
関

係
自
治
体
に
対
し
て
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
に
向
け
た
緊

急
総
合
対
策
」
と
し
て
通
知
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、『
児
童

相
談
所
へ
の
相
談
件
数
は
、
平
成
２
８
年
度
は
１
２
万
件
超
で
、

５
年
前
と
比
べ
て
倍
増
し
、
児
童
虐
待
に
よ
り
年
間
約
８
０
人
も

の
子
ど
も
の
命
が
失
わ
れ
て
い
る
』
と
指
摘
し
て
い
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
従
来
か
ら
も
、
政
府
、
自
治
体
に
お
い
て
取
組
が
行

わ
れ
、
有
識
者
や
民
間
団
体
か
ら
も
取
組
や
対
策
の
提
言
が
行
わ

れ
て
き
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
虐
待
死
亡
事
例
、
虐
待
事
例
が

伝
え
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。 

２
月
８
日
に
、「
児
童
虐
待
防
止
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
が

開
催
さ
れ
、「
把
握
し
て
い
る
虐
待
の
１
か
月
以
内
の
緊
急
安
全
確

認
」、「
通
告
元
は
一
切
明
か
さ
な
い
、
資
料
は
一
切
見
せ
な
い
と

い
う
新
た
な
ル
ー
ル
の
設
定
」、「
威
圧
的
な
保
護
者
に
対
す
る
複

数
機
関
で
の
共
同
対
処
ル
ー
ル
の
設
定
」、「
児
童
福
祉
司
の
来
年



度
１
，
０
０
０
人
増
員
」
な
ど
の
体
制
の
抜
本
的
強
化
な
ど
安
倍

総
理
か
ら
指
示
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

子
ど
も
の
命
を
守
る
こ
と
、
ま
た
、
虐
待
（
暴
力
・
暴
言
・
ネ

グ
レ
ク
ト
）
に
よ
る
心
身
へ
の
影
響
か
ら
守
る
こ
と
、
ま
た
、
虐

待
を
受
け
て
育
っ
た
子
ど
も
へ
の
対
応
な
ど
も
含
め
て
の
施
策
が

重
要
で
す
。
虐
待
が
子
ど
も
の
脳
の
発
達
に
与
え
る
影
響
に
つ
い

て
、
研
究
や
知
見
も
進
ん
で
き
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

子
育
て
支
援
も
包
括
的
と
な
り
、
多
職
種
・
組
織
の
連
携
に
よ

り
、
子
ど
も
の
み
な
ら
ず
、
親
、
保
護
者
、
家
庭
環
境
な
ど
も
含

め
て
支
援
策
を
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
公
営
保
育
園
・
保
育
士
の
役
割
に
、
保
育
園
児
だ
け
で

は
な
く
、
地
域
の
子
ど
も
や
子
育
て
支
援
も
含
め
て
、
保
育
に
取

り
組
む
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。 

◆
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
へ
の
備
え 

平
成
３
２
年
４
月
１
日
か
ら
に
備
え
、
条
例
化
し
て
い
る
自
治

体
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
多
く
は
こ
れ
か
ら
の
議
会
に
提
案

さ
れ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。 

総
務
省
か
ら
自
治
体
宛
に
『
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入

等
に
向
け
た 

事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
改
訂
に
つ
い
て
（
通
知
）』

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

具
体
的
な
検
討
状
況
を
公
表
し
て
い
る
自
治
体
も
あ
り
ま
ず
、

関
連
す
る
事
項
の
検
討
状
況
、
会
計
年
度
職
員
制
度
の
周
知
、
現

在
の
非
常
勤
特
別
職
員
へ
の
説
明
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
募
集

説
明
・
採
用
ま
で
、
検
討
状
況
は
、
ど
の
段
階
、
事
項
ま
で
確
定

し
て
い
か
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
関
し
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。 

先
の
「
通
知
」
に
あ
り
ま
す
が
、
留
意
事
項
と
し
て
、
➀
任
用

等
（
募
集
・
能
力
実
証
）、
任
用
、
②
服
務
及
び
懲
戒
、
③
勤
務
条

件
等
、
④
人
事
評
価
、
⑤
再
度
任
用
、
⑥
人
事
行
政
の
運
営
等
の

状
況
の
公
表
、
⑦
制
度
の
周
知
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
検
討
に
当
た
っ
て
、
現
在
の
臨
時
・
非
常
勤
の
職
員
の
状

況
や
業
務
分
析
、
会
計
年
度
職
員
へ
の
移
行
す
る
臨
時
・
非
常
勤

職
員
の
確
定
に
つ
い
て
、「
フ
ル
タ
イ
ム
職
員
」
か
「
パ
ー
ト
タ
イ

ム
職
員
」
か
、
会
計
年
度
任
用
職
員
へ
の
移
行
と
併
せ
て
、
民
間

委
託
化
な
ど
や
ICT
技
術
や
ＡＩ
技
術
の
活
用
の
検
討
、
職
員
定

数
・
配
置
の
検
討
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
取
組
ん
で
い
る
の
か
、

確
認
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
対
し
て
は
、
昇
給
、
条
件

付
採
用
、「
フ
ル
タ
イ
ム
職
員
」
に
は
、
給
料
、
諸
手
当
、
期
末
手

当
（
６
月
以
上
任
用
）、
退
職
手
当
が
支
給
、
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職

員
」
に
は
、
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。
給
料
や
報
酬
の
水
準
、
人
件
費
へ
の
影
響
を

ど
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
再
度
任
用
に
当
た
っ

て
「
任
期
ご
と
に
客
観
的
な
能
力
実
証
」
に
つ
い
て
適
切
な
対
応

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
適
切
な
対
応
が
今
後
の
検
討
は
ど
う
な

の
か
、
質
し
て
お
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

こ
れ
と
併
せ
て
、
給
与
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
改
修
作
業
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
改
修
の
有
無
や
改
修
経
費
、
準
備
に
つ

い
て
の
確
認
も
が
挙
げ
ら
れ
と
考
え
ま
す
。 

 (

※
２
０
１
９
年
第
１
回
議
会
用) 


